
商工会議所・商工会は伴走型の支援を行います。

商工会議所・商工会の所在地図

※名称は市町村名ではなく、商工会議
　所・商工会の名称です。
※同一市町村に商工会議所と商工会が併
　存しているところもありますが、担当
　地域が重複することはありません。

商工会の主な特徴
・商工会法に基づき設立さ
　れています。
・市町村合併前の町村部が
主な担当地域となってい
ます。

・会員企業の約９割が小規
模事業者（従業員数20
人以下、業種によっては
５人以下）であり、中小
企業支援のうち、特に小
規模事業施策に重点を置
いています。

・本部組織として福岡県商
工会連合会があります。

商工会議所の
主な特徴

・商工会議所法に基づき設立
　されています。
・従来からの市の区域が主な
　担当地域となっています。
・中小企業支援はもとより、
　国際的な活動を含めた幅広
　い事業を実施しています。
・福岡商工会議所内に福岡県
　商工会議所連合会の事務局
　を置いています。

※地図上のグレーは商工会議所地域、
　ブルーは商工会地域となっていま
　す。
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商工会議所・商工会は、法律で定められた公的な経営支援機関で、福岡県内には７１ヶ所（商工会議所１９ヶ
所、商工会５２ヶ所）に設置されています。
中小企業・小規模事業者の方を中心として、巡回相談・窓口相談などにより、さまざまな分野の経営相談と、
地域経済活性化のための事業を行っています。
商工会議所・商工会はそれぞれ担当地域が分かれていますので、ご相談の際は事業所所在地の商工会議所・
商工会へお問い合わせ下さい。
また、全ての商工会議所・商工会で共通的に実施する事業とそれぞれの地域に応じて独自に実施する事業が
あります。

お近くの商工会議所・商工会をご利用下さい

・福岡県内の中小企業・小規模事業者（法人・個人）、創業予定者

（１）経営に関する巡回・窓口相談
各地区の商工会議所・商工会にて相談窓口を設置するとともに、多忙な小規模事業者のために巡
回訪問し、さまざまな経営面に関する相談対応を行っています。

（２）各種講習会・講演会の開催
必要な経営知識や技術などに関する情報提供を行うため、講習会や講演会を開催しています。

（３）小規模事業者経営改善資金（通称「マル経資金」）他、制度融資に関する相談、指導
商工会議所・商工会の経営指導を６カ月以上受けている小規模事業者を対象に、商工会議所・商
工会の推薦により、日本政策金融公庫の無担保・無保証人融資（マル経資金）をご利用頂けます。
この他、県・市町村などの各種制度融資に関する相談対応、受付等を行っています。

（４）創業、経営革新、事業継続力強化、事業承継に関する相談、支援
創業予定者や経営革新、事業継続力強化、事業承継など課題を有する事業者に対し、相談窓口の
開設や、セミナーなどを行っています。

（５）各種補助金申請支援

（６）税務、経理に関する相談、支援
帳簿のつけ方、決算申告の仕方などの相談対応や記帳指導を行っています。

（７）労務、社会保険に関する相談、支援
従業員の福利厚生のために社会保険、労働保険、退職金などの相談対応や労働保険など一部の労
働事務代行を行います。

（８）IT・ICT（ホームページ、ソーシャルメディア、各種クラウドサービス等）の活用に関する相談・
デジタル化支援
IT・ICTを活用した生産性アップ、経営力アップのための各種セミナーの開催や個別指導を行っ
ています。

（９）経営・技術強化のための専門家派遣
経営や技術に関するさまざまな課題や問題について、中小企業診断士等の各分野の専門家を事業
所に原則無料で派遣し、専門家の立場で具体的かつ実践的な指導やアドバイスを行います。

（１０）消費税等制度改正に関する相談、セミナー
消費税インボイス制度や改正電子帳簿保存法への対応や留意点など、個別相談やセミナーによる
各種制度改正への対策に関する支援を行っています。

小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金、IT 導入補助金など国や県、各市町村の補助金
活用についての相談をお受けしたり、申請手続や計画書作成のためのアドバイスなど、補助金
申請に関する支援を行っています。

商工会議所・商工会共通の事業
経営改善普及事業

中小企業・小規模事業者（法人・個人）、創業予定者のさまざまな経営面に関する問題の改善及び向上を図る
ため、各地区の商工会議所・商工会の経営指導員が経営に必要な税務・金融などあらゆる分野にわたり、きめ
細かい相談に対応すると同時に、巡回・窓口による相談及び指導、講習会開催など各種事業を実施していま
す。

対象者

内　容
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最寄りの商工会議所・商工会（「担当地域別商工会議所・商工会一覧」参照）
福岡県商工会議所連合会（「担当地域別商工会議所・商工会一覧」参照）
福岡県商工会連合会（「担当地域別商工会議所・商工会一覧」参照

（１１）倒産の未然防止及び再建の円滑化に関する相談、支援
倒産の危機に直面した事業者の相談窓口を開設しています。事業者の再建や債務整理、場合に
よっては、廃業に関する相談をお受けしています。

（１２）プレミアム付き地域商品券の発行
地域の消費を喚起するため、プレミアム付き地域商品券を発行しています。
プレミアムの内容、発行期間、商品券の取り扱い方法などは、商工会議所・商工会により異なる
部分がありますので、詳細については、各商工会議所・商工会へお問い合わせ下さい。

（１３）商談会・物産展等による販路開拓・販路拡大に関する支援
地域事業者の新たな販路の開拓、取引拡大を目指し、商談会・展示会・物産展等を開催するとと
もに、商品改良や営業力向上などの個別支援を行っています。

（１４）地域のつながり、活力再生のための取り組み促進
まちづくりや地域おこしイベントの開催、商店街活性化、地域資源を活用した特産品開発など地
域活性化のための事業に取り組んでいます。

（１５）小規模企業共済、経営セーフティ共済に関する相談、支援
①小規模企業共済
小規模企業の個人事業主、個人事業主に属する共同経営者（２名まで）、会社の役員の方を対
象に、事業を廃止したり、譲渡等した場合、生活の安定を図るための資金を予め準備しておく
制度です。掛金は全額を課税対象所得から控除することができます。
②経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）
取引事業者が倒産し、売掛債権等が回収困難となった場合に共済金の貸付を受けられます。
法人・個人事業主でも加入でき、連鎖倒産から自社を守る制度です。
上記制度は独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務委託団体として行っています。

（１６）青年部、女性部、壮青年部による活動支援
企業の後継者、女性経営者等を対象に、勉強会などにより人材育成を図るとともに、ネットワー
クづくりのための場を提供しています。
また、青年部や女性部、壮青年部による地域貢献活動の支援も行っています。

事業を営んでいる地区の商工会議所・商工会へご相談下さい。
地域により、法律相談窓口や知的財産権の相談窓口、事業承継（事業の売却、買収等）の相談窓口が
開設されています。
また、共通の事業であっても、地域により詳細が異なる場合もありますので、まず担当地域の商工会
議所・商工会へお気軽にご相談下さい。

活用方法

お問い合わせ先
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